
市・ 県民税及び森林環境税特別徴収税額の納期の特例申請書

年　　 月　　 日　 提出

南あ わじ市長　　様

①
申
請
者

氏名 又は法人の

名称及び代表者
の氏名

②特別徴収義務
者指定番号

住所又は所在地 ③電話番号

次の とお り、 地方税法第３ ２１ 条の ５の ２に規定する 給与所得 に係 る特別徴収税額の納期 の特例の承認 を申 請し ます。

④特例の適用 を受けよ うと する税
額

年　　月分以降の特別徴収税額

⑤申 請の 日前 ６月 間の各月 の給与
の支払い を受 ける 者の人数

年　　月 常時勤務者 臨時勤務者 年　　月 常時勤務者 臨時勤務者

年　　月 人 人 年　　月 人 人

年　　月 人 人 年　　月 人 人

年　　月 人 人 年　　月 人 人

⑥（ １） 市税の滞納又 は最近におけ る著 しい納付若し くは納入の遅延の事実かお る場合は、そ の理由

（２ ）申請書を提出す る日 以前 １年以内 に納期の特例の承認を取り 消さ れた こと があ る場合、 その通知 を受 けた年月日



（１ ）申 請書 の書 き方

申請についての注意事項

（２ ）市 ・県民税及び森林環境税特別徴収税額の納期の特例の制度について

①の欄には
申請者が個人である場合には、 その住所及び氏名 を、 法人である場合には、
本店又は主たる事務所の所在地及び法人名並びに代表者氏名をそれぞれ記
入し てく ださ い。 ただ し、 法人の本店若 しく は主たる 事務所以外の事務所
又は事務所等で市 ・県税を特別徴収 し、 納入 している ものが申請者である
場合には、その事務所又は事務所等の所在地及び名称並びに当該事務所等
の責任者の氏名を記入 して くだ さい。

②の欄には
本市から 通知 されてい る特別徴収義務者指定番号を記入し てく ださ い。

③の欄には
連絡の際の電話番号を記入 して くだ さい。

①の欄には
特例の適用開始を希望する年月 を記入してく ださ い。

⑤の欄には
申請 の日 前６ 月間 の各月の給与 の支払い を受 ける 者の 人数 を記入し てく ださ
い。 ただ し、 常時の勤務者 と臨時の勤務者は区別 して記入 して くだ さい。

⑥の欄には
該当 する 場合 に限 り必要事項を 記入 して くだ さい。

① この特例の適用を受け るこ とが でき る特別徴収義務者は、 給与所得の支払
いを受け る者の人数（従業員の総数）が常時１０人未満である特別徴収義務
者であり ます。
（注）「常時１０人未満」 とは、常に１０人に満たないと うい うこ とがあって

多忙時期等に おい て臨時に雇い入れた者があ るよ うな場合 には、
その人数を除いた人数が１０人未満であ るこ とです。

②①に該当する特別徴収義務者が、 この特例の規定を受けよう とする場合に
には、市長に 申請 し、 その承認 を受 けな けれ ばな りま せん。

③この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払いにかかる給
与所得及び退職所得について特別徴収した市 ・県民税額は、それぞれ次に
掲げる納期隕までに納入するこ とになり ます。

（給与、 退職所得等の支給期間）　 （納期限※）
６月 から １１ 月ま での支給部分　　 １２ 月１０日 まで
１２月か ら５月ま での支給部分　　　６月 １０ 日まで

※納期限が上、日 、祝祭日 の場合は納大書に記載された
日と する。

①最近において市税の納付若し くは納入の遅延か おる 場合において は、 この
特例の承認を受け られない こと があ りま す。 また、こ の承認を受けても市

税を滞納いた しま すと この特例 の承認を 取り 消し され るこ とが あり ますｏ


